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産
経
新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
対
す
る
韓
国
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

韓
国
政
府
は
産
経
新
聞
の
藤
本
欣
也
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
対
し
、
「
外
信
記
者
証
」
を
約
半
年
に
わ
た
り
発
行
し
て
い
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

右
と
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
通
常
な
ら
数
週
間
で
発
行
さ
れ
る
も
の
が
、
約
半
年
も
発
行
さ
れ
な
い
の
は
異
常
と
思
う
が
、

政
府
の
見
解
如
何
。
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
前
回
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
四
号
）
で
、
「
政
府
と
し
て
は
、
大

韓
民
国
に
お
い
て
約
半
年
も
の
間
、
御
指
摘
の
「
外
信
記
者
証
」
が
御
指
摘
の
者
に
発
給
さ
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
と

承
知
し
て
お
り
、
大
韓
民
国
政
府
に
対
し
、
適
切
な
対
応
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当

方
は
、
産
経
新
聞
の
藤
本
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
、
「
外
信
記
者
証
」
が
約
半
年
も
発
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、
政
府
の

見
解
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
改
め
て
、
「
外
信
記
者
証
」
が
約
半
年
も
発
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如

何
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
四
号
）
で
、
「
…
大
韓
民
国
政
府
に
対
し
、
適
切
な
対
応
を
求
め
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
政
府
の
誰
が
韓
国
政
府
の
誰
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
求
め
た

一



の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
対
応
を
求
め
た
日
時
を
時
系
列
で
示
さ
れ
た
い
。

三

日
本
政
府
は
韓
国
政
府
に
対
し
、
「
外
信
記
者
証
」
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
現
時
点
で
も
働
き
が
け
を
行
っ
て
い
る
か
。
端

的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

四

三
で
働
き
が
け
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
韓
国
政
府
に
対
し
、
「
外
信
記
者
証
」
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
働
き
が
け
を

行
っ
た
日
時
を
時
系
列
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
い
。

五

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
韓
国
と
我
が
国
は
、
自
由
と
民
主
主
義
、
市
場
経
済
等
の
基
本
的
価
値
を
共
有
す
る
と
認
識
し

て
い
る
か
。
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
四
号
）
で
は
、
「
大
韓
民
国
は
、
我
が

国
と
共
に
米
国
の
同
盟
国
で
あ
り
、
民
主
主
義
及
び
市
場
経
済
を
採
用
し
て
い
る
国
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
の
答

弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
韓
国
の
紹
介
文
に
つ
い
て
、
「
我
が
国
と
、
自
由
と
民
主
主

義
、
市
場
経
済
等
の
基
本
的
価
値
を
共
有
す
る
重
要
な
隣
国
」
と
表
記
し
て
い
た
が
、
本
年
三
月
二
日
付
で
、
「
我
が
国
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
隣
国
」
に
変
更
し
て
い
る
。
右
答
弁
の
よ
う
に
、
日
本
政
府
は
韓
国
に
対
す
る
認
識
を
何
故
変
え
た
の

か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


